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は
じ
め
に

本
稿
は
、
近
世
後
期
に
近
江
国
高
嶋
郡
知
内
村
で
起
こ
っ
た
村
方
祈
祷
に
関
す
る

争
論
の
分
析
を
通
じ
て
、
近
世
村
落
に
お
け
る
年
中
行
事
の
維
持
の
実
態
、
お
よ
び

そ
こ
に
関
与
す
る
寺
院
や
住
持
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る（
１
）。
具
体

的
に
は
、
知
内
村
の
年
中
行
事
の
一
つ
で
あ
る
大
般
若
経
会
を
め
ぐ
る
争
論
を
分
析

対
象
と
す
る
。

近
年
の
近
世
宗
教
社
会
史
研
究
に
お
い
て
は
、
村
落
と
宗
教
者
・
宗
教
施
設
等
の

関
わ
り
か
ら
、
地
域
社
会
を
考
察
し
よ
う
と
す
る
論
究
が
盛
ん
で
あ
る（
２
）。
と
り
わ
け
、

竹
田
聴
洲
氏
の
研
究
〔
竹
田
一
九
七
五
〕
以
来
、
近
世
仏
教
史
を
日
常
生
活
レ
ベ
ル

か
ら
捉
え
直
そ
う
と
す
る
論
究
が
顕
著
で
、
近
年
で
は
特
に
朴
澤
直
秀
氏
が
、
寺
院

在
所
村
の
寺
院
維
持
・
住
職
交
代
に
関
す
る
進
退
権
の
在
り
方
を
分
析
し
て
お
り

〔
朴
澤
二
〇
〇
四
ａ
・
ｂ
〕、
本
稿
で
も
考
察
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
多
く
を
学
ん
で

い
る
。

そ
れ
で
は
日
常
生
活
の
中
で
、
寺
檀
関
係
の
範
囲
を
越
え
て
、
複
数
寺
院
の
住
持

招
請
に
よ
っ
て
開
催
さ
れ
る
村
落
の
年
中
行
事
に
お
い
て
、
村
落
と
寺
院
の
関
係
は

近
世
村
方
祈
祷
に
関
す
る
一
考
察

―
知
内
村
と
大
般
若
経
会
争
論

―

高　

橋　

大　

樹

〔
抄　

録
〕

滋
賀
県
高
島
市
マ
キ
ノ
町
知
内
は
、
近
年
総
合
的
な
村
落
調
査
・
研
究
が
進

展
し
て
い
る
地
域
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
近
年
の
近
世
宗
教
社
会
史
研
究
の
視

点
を
踏
ま
え
つ
つ
、
近
世
知
内
村
に
お
け
る
村
落
と
年
中
行
事
の
維
持
、
あ
る

い
は
村
落
と
寺
院
の
関
係
・
関
与
に
つ
い
て
、
天
保
四
年
（
一
八
三
三
）
に
起

こ
っ
た
村
方
祈
祷
で
あ
る
大
般
若
経
会
の
争
論
か
ら
分
析
し
た
。
考
察
に
あ

た
っ
て
は
、
知
内
に
あ
る
三
ヶ
寺
の
成
立
過
程
を
確
認
し
、
そ
の
上
で
争
論
史

料
の
裁
定
条
目
の
内
容
よ
り
、
大
般
若
経
会
の
様
相
、
組
頭
の
主
導
的
位
置
、

関
与
す
る
寺
院
と
の
関
係
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
。

キ
ー
ワ
ー
ド　

 

村
方
祈
祷
、
近
世
初
期
寺
院
成
立
、
大
般
若
経
会
、
組
頭
、
記

憶
と
記
録
化



近
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（
高
橋
大
樹
）

一
三
六

如
何
な
る
様
相
が
う
か
が
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
知
内
村
の
大
般
若
経
会

争
論
か
ら
、
そ
の
裁
定
に
か
か
る
村
落
内
の
諸
関
係
に
留
意
し
つ
つ
、
村
方
祈
祷
の

維
持
と
そ
の
意
味
を
検
討
す
る
。

ま
た
併
せ
て
、
こ
の
争
論
お
よ
び
裁
定
が
、
そ
の
後
の
村
方
祈
祷
の
在
り
方
を
ど

の
よ
う
に
規
定
し
た
の
か
を
、
明
治
・
大
正
期
の
諸
史
料
の
通
じ
て
検
討
し
た
い
。

つ
ま
り
、
争
論
を
含
め
た
「
村
落
の
出
来
事
」
が
、
歴
史
と
し
て
ど
の
よ
う
に
記
憶
・

記
録
化
さ
れ
て
い
く
か
（
ま
た
現
行
の
法
会
と
の
関
係
も
含
め
て
）、
そ
の
過
程
を

み
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
な
お
、
史
料
は
知
内
区
有
文
書
を
用
い
る
が
、
そ
の
中
で

も
、
延
享
二
年
（
一
七
四
五
）
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
記
し
続
け
ら
れ
て
い
る
知
内

村
「
記
録
」
を
中
心
に
使
用
す
る（
３
）。

一
、
近
世
知
内
村
の
寺
院

本
章
で
は
、
具
体
的
な
争
論
の
分
析
と
考
察
の
前
に
、
近
世
知
内
村
の
概
要
と
存

立
す
る
三
ヶ
寺
に
つ
い
て
、
そ
の
成
立
と
展
開
を
述
べ
て
お
き
た
い
。

近
江
国
高
嶋
郡
知
内
村
は
、
現
在
の
滋
賀
県
高
島
市
マ
キ
ノ
町
知
内
に
比
定
さ
れ

る
湖
岸
地
域
で
あ
り
（
図
１
）、
上
知
内
と
下
知
内
（
南
向
・
新
割
）
の
集
落
か
ら

成
り
立
っ
て
い
る
。
ま
た
、
知
内
を
含
め
た
マ
キ
ノ
町
の
自
治
体
史
で
あ
る
『
マ
キ

ノ
町
誌
』〔
マ
キ
ノ
町
誌
編
さ
ん
委
員
会
一
九
八
七
〕
の
刊
行
以
降
、
歴
史
学
・
民

俗
学
・
社
会
学
に
よ
る
総
合
的
研
究
が
進
ん
だ
地
域
で
も
あ
る（

４
）。
古
代
・
中
世
に
は

延
暦
寺
膝
下
領
あ
る
い
は
六
角
氏
御
厨
と
し
て
展
開
し
、
近
世
初
期
に
は
甲
府
藩
領

を
経
て
、
享
保
九
年
（
一
七
二
四
）
よ
り
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
に
至
る
ま
で
大

和
国
郡
山
藩
（
柳
澤
家
）
の
領
地
で
あ
っ
た（
５
）。
村
高
は
九
一
二
石
七
斗
四
升
（「
江

州
高
嶋
郡
西
之
庄
之
内
知
内
村
御
検
地
帳
」〈
一
六
〇
二
〉）、
人
口
は
享
保
九
年
に

は
四
四
四
人
（
男
女
各
二
二
二
人
。「
江
州
高
嶋
郡
知
内
村
諸
色
明
細
帳
」）
で
あ
り
、

明
治
に
至
る
ま
で
さ
ほ
ど
大
き
な
変
動
は
な
い（
６
）。

次
に
知
内
村
に
は
三
つ
の
寺
院
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
真
言
宗
智
山
派
安
養
寺
、

②
曹
洞
宗
海
蔵
院
、
③
真
宗
大
谷
派
光
傳
寺
で
、
現
在
の
所
在
に
つ
い
て
は
図
１
に

示
し
た
通
り
で
あ
る
。
こ
れ
ら
三
ヶ
寺
の
近
世
以
前
の
様
相
に
つ
い
て
は
、
知
内
を

含
む
高
嶋
郡
地
域
が
中
世
に
お
い
て
鞆
結
荘
・
嶮
熊
野
荘
・
大
処
荘
・
川
上
荘
・
開

田
荘
と
い
っ
た
比
叡
山
延
暦
寺
の
膝
下
領
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
も
と
天
台
寺
院
で

あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
明
ら
か
で
は
な
い
。
こ
こ
で
『
マ
キ
ノ

町
誌
』
に
説
明
さ
れ
る
こ
れ
ら
三
ヶ
寺
に
つ
い
て
次
に
要
約
し
た
﹇
マ
キ
ノ
町
誌
編

さ
ん
委
員
会
一
九
八
七
﹈。

　

① 

安
養
寺
は
、
天
平
元
年
（
七
二
九
）
年
に
泰
澄
に
よ
っ
て
開
創
さ
れ
、
保
元
年

間
に
本
堂
が
建
立
さ
れ
て
以
来
、
唐
崎
大
明
神
（
現　

唐
崎
神
社
）・
十
禅
師

社
（
現　

日
吉
神
社
）
と
の
関
わ
り
が
強
い
寺
院
で
あ
っ
た（
７
）。
さ
ら
に
寛
永
年

間
に
実
恵
が
水
害
を
恐
れ
て
湖
辺
か
ら
現
在
の
地
に
移
転
し
た
。

　

② 

海
蔵
院
は
、
慶
長
二
年
（
一
五
九
七
）
に
字
畑
か
ら
現
在
の
地
に
移
さ
れ
、
開

基
は
南
江
宗
意
（
俗
名
高
田
長
左
衛
門
）
と
す
る
が
そ
の
他
は
一
切
不
明
。

　

③ 

光
傳
寺
は
、
寛
永
年
間
に
慶
念
に
よ
っ
て
開
基
さ
れ
、
天
和
三
年
（
一
六
八
三
）

に
本
山
か
ら
の
木
仏
・
寺
号
が
下
付
さ
れ
、
寺
格
が
整
っ
た
。

こ
れ
ら
記
述
の
根
拠
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
寛
永
年
間
に
安
養
寺
が
、
ま
た
慶

長
二
年
に
海
蔵
院
が
上
知
内
に
移
っ
た
こ
と
は
注
目
で
き
る
。
こ
れ
は
近
世
に
知
内

村
に
お
い
て
寺
院
が
集
落
域
に
移
転
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
し
か
も
、
寛
永

年
間
の
再
興
の
年
紀
を
持
つ
の
は
安
養
寺
・
光
傳
寺
だ
け
で
な
く
、
後
掲
の
史
料
よ

り
海
蔵
院
も
同
様
で
あ
っ
た
。
以
下
で
は
、
知
内
区
有
文
書
を
中
心
に
、
三
ヶ
寺
の
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一
三
八

成
立
過
程
を
考
え
て
み
よ
う
。

こ
の
三
ヶ
寺
の
史
料
上
の
初
見
は
、
管
見
の
限
り
慶
長
七
年
（
一
六
〇
二
）
の
検

地
帳
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
「
安
養
寺
」
を
含
め
て
、
寺
格
が
整
う
以
前
の
海
蔵
院
・

光
傳
寺
で
あ
ろ
う
「
皆
（
マ
マ
）蔵
庵
」・「
道
場
」
が
見
出
せ
る（
８
）。

さ
ら
に
、
寛
文
七
年
（
一
六
六
七
）
の
検
地
帳
に
は
、「
吉
右
衛
門
川
原
」
に
「
屋

敷
地
」
と
し
て
の
「
安
養
寺
」「
海
蔵
庵
」「
道
場
」
そ
れ
ぞ
れ
が
確
認
で
き
る（
９
）。
こ

の
「
吉
右
衛
門
川
原
」
に
は
「
蔵
屋
敷
」
を
は
じ
め
、
村
人
の
屋
敷
地
が
存
在
す
る

一
方
で
、
下
知
内
の
集
落
の
形
成
が
元
禄
期
以
降
で
あ
る
こ
と
か
ら（
亜
）、
こ
の
「
吉
右

衛
門
川
原
」
は
現
在
の
上
知
内
の
中
に
位
置
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
寛

文
七
年
の
段
階
で
三
ヶ
寺
が
と
も
に
上
知
内
に
集
中
し
て
存
在
し
て
い
た
と
考
え
て

間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

ま
た
こ
れ
ら
三
ヶ
寺
が
寛
永
年
間
に
中
興
・
開
山
と
な
っ
て
い
る
経
緯
に
つ
い
て

は
、
享
保
七
年
（
一
七
二
二
）
に
庄
屋
・
年
寄
に
よ
っ
て
大
津
役
所
に
差
し
出
さ
れ

た
、「
近
江
国
高
嶋
郡
知
内
村
寺
社
并
高
外
除
地
帳
」（
以
下
「
寺
社
帳
」
と
略
）
に

詳
し
い（

唖
）。
こ
の
史
料
は
、
寺
社
の
石
高
と
除
地
を
書
き
上
げ
た
も
の
で
、
特
に
寺
院

に
関
し
て
は
宗
派
・
本
寺
・
住
持
・
来
歴
が
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
を

寺
院
ご
と
に
ま
と
め
る
と
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　

①
真
言
宗　

安
養
寺
（
近
江
国
高
嶋
郡
海
津
宝
幢
院
末
寺
）、
住
持
覚
恵
。

　
　

 

往
古
よ
り
「
有
来
」
り
と
す
る
が
開
基
は
不
明
と
し
、
寛
永
一
三
年
（
一
六
三
六
）

に
阿
闍
梨
實
宥
が
中
興
開
山
と
し
て
古
寺
を
新
敷
・
造
立
し
た
。

　

②
禅
宗　

海
蔵
院
（
近
江
国
高
嶋
郡
今
津
曹
沢
寺
末
寺
）、
住
持
柏
舟
。

　
　

 

往
古
よ
り
「
有
来
」
り
、
開
山
は
泰
悦
だ
が
年
代
は
不
明
。
泰
作
を
中
興
と
し

て
寛
永
五
年
（
一
六
二
八
）
に
古
寺
を
立
て
替
え
て
以
来
、
住
持
が
福
寄
・
清

厳
・
泰
作
・
養
雲
・
良
順
・
智
泉
・
良
意
・
嶺
意
・
異
春
・
宗
順
で
あ
っ
た
。

記
録
を
失
っ
て
、
開
山
・
代
々
住
持
が
何
年
住
し
た
か
は
不
明
。

　

③
一
向
宗　

光
傳
寺
（
近
江
国
高
嶋
郡
海
津
西
栄
寺
末
寺
）、
住
持
慶
應
。

　
　

 

寛
永
一
四
年
（
一
六
三
七
）
に
祐
誓
を
開
基
と
し
て
、
次
に
二
代
慶
味
・
三
代

慶
可
が
住
持
と
な
っ
て
い
る（
娃
）。

こ
れ
ら
「
寺
社
帳
」
に
は
以
上
の
記
述
と
と
も
に
、
こ
の
三
ヶ
寺
と
も
除
地
で
は

な
く
年
貢
地
で
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る（
阿
）。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
「
寺
社
帳
」
の

記
述
は
、
近
世
以
降
の
概
要
を
記
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
に
つ
い
て
は
、
安

養
寺
・
海
蔵
院
に
つ
い
て
「
有
来
」
と
記
す
の
み
で
詳
し
い
状
況
は
わ
か
ら
な
い
。

光
傳
寺
に
つ
い
て
も
木
仏
・
寺
号
下
付
に
は
触
れ
ず
、
寛
永
年
間
の
再
建
・
開
基
の

み
を
伝
え
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
れ
ま
で
寺
・
庵
・
道
場
で
あ
っ
た
三
ヶ
寺
そ
れ

ぞ
れ
が
、
寛
永
年
間
に
各
檀
那
の
菩
提
所
と
し
て
寺
格
が
整
備
さ
れ
、
再
興
・
開
基

さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
、
こ
こ
で
注
意
し
て
お
く
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
三
ヶ
寺
が
非
常
に
近
い
場

所
に
存
在
し
て
い
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
こ
れ
は
知
内
村
の
寺
檀
関
係
を
考
え
る

上
で
も
重
要
な
点
で
あ
る
。

近
世
知
内
村
の
寺
檀
関
係
に
つ
い
て
は
、
文
化
一
一
年
（
一
八
一
四
）
の
宗
門

改
帳
か
ら
大
桑
斉
氏
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
半
檀
家
が
見
ら
れ
る

地
域
で
、
具
体
的
に
は
男
女
別
で
の
半
檀
家
が
う
か
が
え
る
地
域
で
あ
る
〔
大
桑

一
九
八
六
〕。
そ
し
て
大
桑
氏
は
そ
の
背
景
を
「
檀
家
の
み
で
は
存
立
基
盤
の
弱
い

海
蔵
院
・
光
伝
寺
に
、
優
勢
な
安
養
寺
檀
家
を
半
檀
家
と
し
て
付
け
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
在
村
三
ヶ
寺
の
経
済
的
基
盤
の
平
均
化
を
は
か
っ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ

う
か
」
と
し
た
上
で
、
そ
れ
が
「
地
縁
の
論
理
＝
村
落
共
同
体
の
意
志
」
に
基
づ
く
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一
三
九

も
の
だ
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
指
摘
は
重
要
で
あ
る
が
、
明
治
期
ま
で
一
家
一
寺

と
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
〔
高
橋
二
〇
〇
七
〕、
お
よ
び
知
内
半
檀
家
の
様
相
を
厳
密

に
検
討
し
た
と
き
、
必
ず
し
も
男
女
別
に
な
る
と
は
限
ら
な
い
事
実
（
丸
檀
家
・
半

檀
家
の
混
在
）
を
ど
う
考
え
る
か
、
ま
た
湖
北
地
域
に
半
檀
家
が
多
く
見
ら
れ
る
点

を
、
地
域
社
会
と
の
関
係
で
再
考
す
る
必
要
が
あ
る
な
ど
、
再
検
討
の
余
地
が
あ
る（
哀
）。

こ
れ
ら
詳
細
な
分
析
は
後
日
を
期
し
た
い
が
、
三
ヶ
寺
の
立
地
条
件
や
成
立
事
情
、

ま
た
次
章
で
触
れ
る
よ
う
に
三
ヶ
寺
が
大
般
若
経
会
に
出
仕
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
点
な
ど
、
村
落
と
の
関
係
に
お
い
て
成
立
し
た
と
考
え
る
こ
と
も
十
分
に
可
能
だ

ろ
う
。

そ
う
し
た
近
世
知
内
村
に
お
け
る
三
ヶ
寺
の
成
立
と
関
係
を
考
え
る
上
で
、
時
代

は
随
分
と
下
る
も
の
の
、
大
正
八
年
（
一
九
一
九
）
に
書
か
れ
た
安
養
寺
由
緒
書
の

中
に
あ
る
記
述
が
非
常
に
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
こ
れ
は
知
内
村
「
記
録
」
に
「
安

養
寺
ノ
古
書
ニ
有
リ
の
ま
々
之
ヲ
記
ス（

愛
）」
と
し
て
「
知
内
村
真
言
宗
安
養
寺
」
を
説

明
す
る
た
め
に
当
時
の
区
長
と
住
持
4

4

に
よ
っ
て
記
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
の
中
に
安
養

寺
か
ら
海
蔵
院
・
光
傳
寺
が
派
生
し
た
と
の
説
明
が
あ
る
。

　

一
、
一（

Ａ
）尚（
向
）宗

光
傳
寺
ハ
、
元
地
蔵
堂
ニ
て
、
今
本
堂
ハ
正
徳
年
中
建
立
相
成
候
由
、

　

一
、
禅（

Ｂ
）宗

海
蔵
院
者
、
元
海
蔵
庵
、

　
　

 

御
代
管（
官
）者
、
多
羅
尾
四
郎
右
衛
門
様
ノ
御
支
配
之
御
時
、
正
徳
六
申
年
正
月
立

替
リ
、
然
ル
処
、
安
政
五
年
四
月
八
日
焼
失
致
シ
、
夫
よ
り
安
政
七
申
年
三
月

仮
堂
建
立
成
事
、

　
　

 

右
ハ
立
替
と
書
シ
候
得
ど
モ
、
元（

Ｃ
）庵

地
之
処
、
畢
竟
建
立
同
様
之
事
、

（
傍
線
は
筆
者
。
傍
点
も
以
下
同
様
に
て
略
）

以
上
は
、
そ
の
由
緒
書
の
一
部
で
あ
る
。
安
養
寺
を
説
明
す
る
上
で
こ
れ
ら
の
記

述
が
な
さ
れ
た
と
考
え
る
な
ら
ば
、（
Ａ
）「
一
尚（
向
）宗
光
傳
寺
」
は
安
養
寺
の
「
元
地

蔵
堂
」
と
な
る
。
さ
ら
に
続
け
て
（
Ｂ
）「
禅
宗
海
蔵
院
」
は
安
養
寺
の
「
元
海
蔵
庵
」

と
な
り
、
さ
ら
に
（
Ｃ
）
安
養
寺
の
「
元
庵
地
」
と
読
み
解
け
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ

ち
、
こ
の
記
述
に
従
え
ば
、
三
ヶ
寺
は
安
養
寺
か
ら
派
生
し
た
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
記
述
の
内
容
が
事
実
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、

こ
れ
が
記
さ
れ
た
背
景
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
単
に
荒
唐
無
稽
な
記
述
と
し
て
却
け
る

こ
と
は
容
易
い
。
し
か
し
、
こ
れ
が
村
内
に
お
い
て
村
の
要
職
の
者
の
手
に
よ
っ
て

代
々
引
き
継
が
れ
記
さ
れ
て
き
た
「
記
録
」
の
中
の
記
述
で
あ
る
と
い
う
点
を
考
慮

す
る
と
、
あ
な
が
ち
根
拠
の
無
い
事
実
を
書
い
て
い
る
と
も
考
え
に
く
い
だ
ろ
う
。

む
し
ろ
こ
の
記
述
は
、
寛
永
年
間
に
三
ヶ
寺
が
上
知
内
に
集
中
し
て
再
興
・
開
基
さ

れ
た
意
味
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
の
で
き
る
貴
重
な
記
述
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、
そ
の
背
景
を
結
論
的
に
述
べ
る
な
ら
ば
、
各
檀
那
の
菩
提
所
と
し
て

再
興
さ
れ
た
前
提
と
し
て
、
安
養
寺
を
中
心
と
し
た
三
ヶ
寺
に
よ
る
村
落
の
年
中
行

事
・
祭
祀
へ
の
関
与
・
位
置
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
安
養
寺
か
ら
他
の
二
ヶ
寺
が
派
生
し
た
と
い
う
記
述
は
、
各
檀
那
の
意
志
を
含

み
な
が
ら
も
村
と
し
て

4

4

4

4

意
図
的
に
三
ヶ
寺
を
上
知
内
に
集
中
的
に
移
転
・
再
建
し
た

こ
と
を
背
景
と
し
、
さ
ら
に
近
世
を
通
じ
て
三
ヶ
寺
が
揃
っ
て
村
落
の
祭
祀
に
関
わ

る
存
在
と
し
て
存
立
し
て
き
た
と
い
う
歴
史
的
展
開
を
踏
ま
え
て
の
、
村
側
の
認
識

の
一
端
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
何
よ
り
も
こ
の
記
述
が
知
内

村
「
記
録
」
に
記
さ
れ
て
い
た
事
実
か
ら
も
う
か
が
え
よ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
三
ヶ
寺
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
的
展
開
や
、
村

落
に
お
け
る
年
中
行
事
へ
の
関
与
を
も
含
め
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
を
本

稿
に
お
い
て
は
、
村
と
し
て

4

4

4

4

と
表
現
し
た
内
実
も
含
め
て
、
現
在
「
お
祈
祷
さ
ん
」



近
世
村
方
祈
祷
に
関
す
る
一
考
察　

 

（
高
橋
大
樹
）

一
四
〇

と
呼
び
習
わ
さ
れ
て
い
る
大
般
若
経
会
へ
の
寺
院
の
関
与
と
、
村
落
と
の
関
係
か
ら

考
え
て
み
た
い
の
で
あ
る
。

二
、
村
落
の
年
中
行
事
と
大
般
若
経
会

１
、
知
内
村
と
大
般
若
経
会
争
論

大
般
若
経
会
と
は
、
大
般
若
波
羅
蜜
多
経
全
六
〇
〇
巻
を
、
真
読
も
し
く
は
転
読

す
る
、
古
代
・
中
世
に
お
い
て
は
国
家
安
泰
や
五
穀
豊
穣
を
祈
願
す
る
国
家
的
行
事

と
し
て
執
行
さ
れ
、
ま
た
寺
社
荘
園
の
存
続
を
祈
願
す
る
た
め
に
行
わ
れ
た
寺
社
の

法
会
で
あ
る
。
そ
れ
が
近
世
に
な
る
と
、
村
落
に
お
い
て
は
虫
払
い
や
祈
雨
の
た
め

の
民
俗
的
な
年
中
行
事
へ
と
変
化
す
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
大
般
若
経
会

は
、
五
穀
豊
穣
・
天
下
泰
平
の
た
め
の
祈
願
、
天
災
異
変
の
除
去
、
追
善
・
算
賀
の

た
め
の
祈
祷
、
異
国
降
伏
の
た
め
の
祈
祷
、
神
前
法
楽
の
た
め
の
読
経
と
い
っ
た
目

的
か
ら
、
村
落
レ
ベ
ル
の
虫
払
い
や
祈
雨
と
い
っ
た
村
落
の
共
同
性
を
体
現
す
る
年

中
行
事
へ
と
変
容
し
な
が
ら
地
域
社
会
に
受
容
さ
れ
、
そ
の
意
味
は
変
化
し
つ
つ
も
、

現
在
に
い
た
る
ま
で
行
わ
れ
て
い
る
﹇
稲
城
二
〇
〇
五
﹈。

考
察
対
象
と
な
る
知
内
を
含
む
近
江
国
で
は
、
中
世
・
近
世
村
落
に
お
け
る
大
般

若
経
の
護
持
の
事
例
が
多
く
確
認
さ
れ
て
い
る
﹇
滋
賀
県
教
育
委
員
会
一
九
八
九
﹈。

し
か
し
一
方
で
、
具
体
的
に
村
落
の
行
事
と
し
て
の
大
般
若
経
会
と
寺
院
と
の
関
わ

り
を
検
討
し
た
も
の
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い（

挨
）。

知
内
村
の
大
般
若
経
会
に
関
す
る
記
述
は
『
マ
キ
ノ
町
誌
』
に
は
な
い
が
、
知
内

村
を
事
例
に
村
落
の
災
害
観
を
論
じ
た
古
川
彰
氏
は
、
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
大
般
若
経
会
で
祈
祷
さ
れ
た
札
を
、「
虫
送
り
の
祈
祷
」
の
た
め
に
村

境
に
貼
り
付
け
ら
れ
た
も
の
と
し
、
そ
れ
が
「
防
除
と
注
射
」
へ
と
切
り
替
わ
る
と

い
う
淡
々
と
し
た
知
内
村
「
記
録
」
の
記
述
の
中
に
、
村
落
の
習
俗
が
近
代
化
に

よ
っ
て
変
容
い
く
過
程
を
、
ま
た
知
内
に
お
け
る
自
然
認
識
の
大
き
な
変
化
を
見
出

そ
う
と
し
て
い
る
﹇
古
川
二
〇
〇
四
：
二
二
七
﹈。

確
か
に
大
般
若
経
会
が
村
落
に
お
け
る
虫
送
り
と
併
せ
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と

は
重
要
で
あ
る
が
、
こ
の
祈
祷
札
は
虫
送
り
の
た
め
だ
け
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
こ

れ
は
現
行
の
正
月
・
五
月
開
催
を
考
え
て
み
て
も
、
大
般
若
経
転
読
の
効
力
が
示
す

よ
う
に
、
村
落
結
界
の
た
め
に
境
界
に
傍
示
さ
れ
た
木
札
で
あ
り
、
自
然
観
の
変
化

が
あ
り
つ
つ
も
現
在
に
至
る
ま
で
継
続
さ
れ
て
い
る
、
村
落
の
宗
教
や
習
俗
を
考
え

る
上
で
重
要
な
行
事
な
の
で
あ
る（

姶
）。

本
章
で
は
、
そ
う
し
た
近
世
村
落
に
関
わ
る
村
方
祈
祷
と
し
て
の
大
般
若
経
会
の

姿
と
、
先
に
み
た
三
ヶ
寺
と
の
関
わ
り
を
明
ら
か
に
す
る
。
ま
た
そ
の
際
、
現
行
の

大
般
若
経
会
に
も
触
れ
な
が
ら
そ
の
具
体
相
に
迫
っ
て
み
た
い
。

知
内
村
の
村
方
祈
祷
と
位
置
付
け
ら
れ
る
大
般
若
経
会
は
、
安
養
寺
を
中
心
と
し

た
三
ヶ
寺
で
、
お
そ
ら
く
近
世
を
通
じ
て
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、

史
料
上
の
初
見
は
、
知
内
村
「
記
録
」
の
天
保
四
年
（
一
八
三
三
）
で
あ
る
。
し
か

も
、
そ
れ
は
大
般
若
経
会
の
維
持
・
執
行
に
関
わ
る
争
論
の
記
述
で
あ
り
、
裁
定
・

規
定
の
内
容
か
ら
、
ま
た
そ
れ
ら
を
め
ぐ
る
村
落
と
寺
院
の
関
係
に
つ
い
て
も
読
み

解
く
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。
次
に
具
体
的
に
そ
の
箇
所
を
示
し
て
み
よ
う（

逢
）。

　
　
　
　
　

大
般
若
御
祈
祷
之
事
改

一
、 

正
月
十
六
日
早
朝
、
安
養
寺
ニ
而
村
方
荒
増
衆
参
詣
有
之
候
處
、
海
蔵
院
・

光
傳
寺
相
見
得
候
、
導
師
安
養
寺
役
也
、

一
、 
道
場
荘
厳
之
事
、
本
尊
之
前
、
護
摩
檀（
壇
）
之
前
上
ニ
、
般
若
之
御
本
尊
様
奉

掛
也
、
導
師
者
本
檀（
壇
）ニ
而
、
法
則
等
勤
行
有
之
、
開
経
以
後
、
中
之
間
配
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一
四
一

巻
之
処
ニ
着
座
ニ
而
、
御
経
転
読
可
被
申
候
、
般
若
相
済
候
テ
後
、
御
神
酒

御
座
候
事
、

一
、 
御
礼
前
方
ニ
板
札
六
枚
村
方
依
安
養
寺
へ
相
渡
ル
、
紙
札
茂
前
方
ニ
弐

百
六
七
十
枚
安
養
寺
へ
相
渡
候
事
、

一
、
札
中
之
札
配
者
、
村
方
よ
り
世
話
ニ
而
相
済
也
、

一
、
大
般
若
転
読
者
、
安
養
寺
・
海
蔵
院
両
寺
ニ
て
相
勤
候
事
、

一
、
大
般
若
義
ハ
、
座
敷
上
敷
ま
て
可
被
申
候
事
、

一
、 

五
月
始
頃
大
般
若
有
之
、
当
月
者
海
蔵
院
ニ
て
有
之
、
安
養
寺
依
札
拵
、

導
師
相
勤
正
月
之
通
り
也
、
相
済
後
、
御
神
酒
之
事
、

一
、
大
般
若
転
読
之
間
、
前
札
（
机
ヵ
）両
寺
共
脇
へ
除
ル
事
、

一
、
御
札
之
義
ハ
、
先
例
之
通
、
年
号
山
号
寺
号
な
し
、

一
、 

子
僧
有
之
候
節
ハ
、
両
寺
共
勝
手
ニ
助
任
可
有
之
候
、
御
布
施
者
、
村
方

依
少
茂
出
不
申
候
事
、

　

右
先
例
之
通
、
組
頭
一
統
相
談
之
上
、
相
改
置
候
者
也
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
島
郡
知
内
村　

安
養
寺
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

海
蔵
院
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

庄
兵
衛

　

天
保
四
癸
巳
年　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

半
兵
衛

　
　
　

五
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

太
郎
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

権
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

市
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

又
助

右
者
大
般
若
ニ
付
故
障
有
之
、
依
之
相
改
、
此
書
付
通
弐
ヶ
寺
江
壱
巻
ツ
ヽ
相

渡
置
如
此
候
、

こ
れ
は
天
保
四
年
（
一
八
三
三
）
に
定
め
ら
れ
た
十
ヶ
条
に
わ
た
る
条
目
で
あ
る
。

個
々
の
内
容
に
つ
い
て
は
後
ほ
ど
分
析
す
る
と
し
て
、
こ
こ
で
は
ま
ず
表
題
・
末
尾

の
文
言
よ
り
、
こ
の
書
付
が
作
成
さ
れ
た
過
程
と
争
論
の
背
景
を
考
え
て
み
た
い
。

知
内
村
「
記
録
」
に
書
き
留
め
ら
れ
た
大
般
若
経
会
に
関
す
る
「
改
」
は
、
そ
れ

ま
で
の
大
般
若
経
会
の
内
容
を
改
め
た
こ
と
を
、
安
養
寺
・
海
蔵
院
の
署
判
（
実
印
）

に
加
え
て
、
六
人
の
「
組
頭
」
が
相
談
の
上
で
作
成
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
背
景

に
は
「
故
障
」
と
表
現
さ
れ
る
争
論
が
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
同
時
に
、
こ

の
「
改
」
で
決
定
さ
れ
た
内
容
が
、
天
保
四
年
以
降
の
知
内
村
の
大
般
若
経
会
を
規

定
し
た
と
い
う
点
で
、
重
要
な
書
付
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

そ
し
て
、
こ
の
史
料
の
も
う
ひ
と
つ
の
留
意
点
は
「
先
例
の
通
り
、
組
頭
一
統
相

談
の
上
、
相
改
め
置
き
候
者
也
」
と
い
う
文
言
に
あ
る
組
頭
の
位
置
付
け
で
あ
る
。

知
内
村
の
組
頭
は
、
知
内
村
「
記
録
」
に
、
例
え
ば
「
村
役
人
ヲ
初
メ
組
頭
一
統
」

と
、
村
落
全
体
に
関
わ
る
事
項
（
庄
屋
退
役
、
廻
り
神
主
の
交
代
、
橋
の
普
請
な
ど
）

に
お
い
て
そ
の
関
わ
り
が
し
ば
し
ば
確
認
で
き
る（

葵
）。
こ
う
し
た
組
頭
の
裁
定
に
関
わ

る
様
々
な
「
先
例
」
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
、
村
落
全
体
に
関
わ
る
大
般
若
経
会
の
争

論
も
組
頭
が
裁
定
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

事
実
、
署
名
者
六
人
の
う
ち
、
庄
兵
衛
（
庄
屋
）・
半
兵
衛
（
年
寄
）・
太
郎
兵
衛

（
年
寄
）・
権
左
衛
門
（
組
頭
惣
代
）
の
四
人
が
、
そ
れ
ぞ
れ
括
弧
で
示
し
た
よ
う
に
、

当
該
期
の
他
の
文
書
か
ら
判
明
す
る
村
役
人
と
し
て
の
署
名
を
副
え
て
い
な
い（
茜
）。
天

保
四
年
の
知
内
村
で
は
、
権
左
衛
門
を
組
頭
惣
代
と
し
な
が
ら
も
、
村
役
人
を
兼
ね

る
者
を
含
め
て
六
人
が
組
頭
で
あ
っ
た
こ
と
も
わ
か
る
が
、
彼
ら
は
村
役
人
と
し
て

で
は
な
く
、
組
頭
と
し
て
署
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
非
常
に
重
要
で
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あ
る
。

ま
た
、
知
内
村
の
大
般
若
経
会
を
検
討
す
る
上
で
、
そ
の
「
改
」
に
重
要
な
位
置

を
占
め
る
組
頭
に
つ
い
て
、
知
内
村
の
「
政
事
」
と
「
神
事
」
を
論
じ
た
古
川
彰
氏

の
指
摘
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
気
付
く
。
す
な
わ
ち
、

知
内
村
は
大
正
期
ま
で
神
事
組
織
で
あ
る
「
諸
頭
」（
宮
座
）
が
村
の
支
配
的

な
政
治
組
織
で
も
あ
る
「
長
分
（
お
さ
ぶ
ん
）」
と
重
な
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
、

神
事
と
政
事
と
が
一
致
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
内
圧
・
外
圧
の
な
か

で
政
事
と
神
事
と
が
分
離
し
、
か
つ
て
の
「
長
分
」
支
配
は
か
た
ち
を
変
え
て

い
っ
た
。
実
は
「
長
分
」
支
配
の
も
と
で
は
神
事
と
政
事
と
が
そ
の
ま
ま
村
の

政
治
で
あ
っ
た
。

と
い
う
指
摘
で
あ
る
﹇
古
川
二
〇
〇
四
：
八
二
﹈。
こ
れ
は
知
内
村
の
政
事
や
年
中

行
事
と
組
頭
と
の
関
係
を
み
る
上
で
重
要
な
指
摘
で
あ
る
。

実
は
こ
の
「
長
分
」
を
歴
史
的
に
見
た
場
合
、
近
世
「
組
頭
」
と
関
係
す
る
興
味

深
い
記
事
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
知
内
村
「
記
録
」
明
治
十
八
年
（
一
八
五
五
）

の
記
事
で
、「
組
頭
」
に
「
オ
サ
フ
ン
」
と
読
み
仮
名
を
付
し
て
い
る
箇
所
で
あ
る（

穐
）。

こ
こ
か
ら
近
世
知
内
村
に
お
け
る
組
頭
が
、
近
代
に
な
り
「
長
分
」
と
明
記
さ
れ
称

さ
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
う
か
が
え
よ
う
。
加
え
て
明
治
・
大
正
期
知
内
村
の

「
政
事
」
と
「
神
事
」
を
差
配
す
る
存
在
で
あ
る
長
分
が
、
近
世
に
お
け
る
組
頭
を

前
提
に
変
容
し
て
い
っ
た
と
想
定
で
き
る
。

さ
ら
に
こ
こ
で
知
内
村
の
大
般
若
経
会
を
、
古
川
氏
が
い
う
村
落
に
関
わ
る
「
神

事
」
と
し
て
位
置
付
け
た
と
き
、
三
ヶ
寺
が
関
与
す
る
年
中
行
事
（「
神
事
」）
で
あ

り
な
が
ら
、
同
時
に
村
落
全
体
に
か
か
わ
る
「
政
事
」
で
も
あ
り
、
村
方
が
主
導
す

る
祈
祷
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
大
般
若
経
会
の
「
改
」
へ

の
騒
動
と
、
文
末
に
あ
る
「
故
障
」
の
内
実
は
、
寺
院
間
に
止
ま
る
問
題
で
は
な
く
、

村
落
全
体
の
問
題
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
ろ
う
。

２
、
大
般
若
経
会
の
「
故
障
」
と
寺
院

次
に
三
ヶ
寺
が
ど
の
様
に
大
般
若
経
会
に
関
わ
っ
て
き
た
か
に
留
意
し
な
が
ら
、

「
大
般
若
御
祈
祷
之
事
改
」
の
文
末
に
あ
る
「
故
障
」
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
ま

ず
は
条
目
の
内
容
を
読
み
解
い
て
み
よ
う
。

　

① 

正
月
十
六
日
早
朝
に
安
養
寺
に
「
村
方
荒
増
衆
」
が
参
詣
し
、
海
蔵
院
・
光
傳

寺
も
参
加
す
る
。
導
師
役
は
安
養
寺
が
勤
め
る
。

こ
こ
に
あ
る
「
荒
増
衆
」
と
は
、
知
内
村
の
あ
ら
ま
し
（
ひ
と
と
お
り
）
の
「
衆
」
と

い
う
意
味
で
あ
ろ
う（
悪
）。
ま
た
、
こ
の
条
目
よ
り
近
世
に
お
い
て
正
月
の
大
般
若
経
会

に
真
宗
寺
院
の
光
傳
寺
も
何
ら
か
の
形
で
参
加
し
て
い
た
点
が
う
か
が
い
知
れ
る
。

　

② 

道
場
の
荘
厳
に
つ
い
て
、
本
尊
の
前
の
護
摩
壇
に
「
般
若
経
の
本
尊
」
を
掛
け

る
。
導
師
は
護
摩
壇
で
法
則
等
の
勤
行
を
行
う
。
開
経
以
後
に
「
中
の
間
配
巻

の
処
」
に
着
座
し
て
転
読
し
、
転
読
が
終
わ
る
と
「
御
神
酒
」
が
あ
る
。

こ
の
般
若
の
本
尊
と
は
十
六
善
神
像
を
指
す（
握
）。「
中
の
間
配
巻
の
処
」
が
具
体
的

に
何
を
指
す
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
現
行
の
大
般
若
経
転
読
に
お
い
て
区
長
（
あ
る

い
は
代
理
区
長
）
が
転
読
の
終
わ
っ
た
経
典
を
参
詣
者
に
見
せ
て
廻
る
箇
所
が
あ
る

が
、
そ
れ
と
の
関
わ
り
も
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

③ 

御
礼
前
に
板
札
六
枚
を
村
方
か
ら
安
養
寺
へ
渡
す
。
紙
札
も
二
六
〇
枚
ほ
ど
を

安
養
寺
へ
渡
す
。

　

④
法
会
中
の
札
は
村
方
か
ら
世
話
（
＝
用
意
）
す
る
。

こ
の
「
板
札
六
枚
」
は
祈
祷
後
に
村
落
の
入
口
に
傍
示
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
現
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行
の
大
般
若
経
会
か
ら
推
測
で
き
る
（
図
２
参
照（
渥
））。
か
つ
て
原
田
敏
明
氏
は
村
の

出
入
口
（
境
界
）
が
そ
の
ま
ま
組
な
ど
の
組
織
と
関
係
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ

た
が
〔
原
田
一
九
五
七
〕、
さ
き
の
組
頭
六
人
と
木
札
六
枚
の
数
が
合
致
す
る
こ
と

か
ら
、
何
ら
か
の
関
連
性
を
も
つ
可
能
性
も
あ
る
。
ま
た
紙
札
に
つ
い
て
も
各
家
の

入
り
口
に
貼
り
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
現
行
よ
り
わ
か
る（
旭
）。
④
に
あ
る
札
の
用
意

は
村
方
で
行
う
点
も
、
村
落
の
行
事
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
納
得
で
き
る
。

　

⑤
大
般
若
経
転
読
は
安
養
寺
と
海
蔵
院
の
両
寺
が
勤
め
る
。

　

⑥
大
般
若
転
読
に
つ
い
て
は
座
敷
の
上
座
ま
で
使
用
さ
れ
る
。

　

⑦ 

五
月
始
め
頃
に
も
大
般
若
経
が
あ
り
、
当
月
（
五
月
）
は
海
蔵
院
に
て
行
う
。

安
養
寺
が
札
を
拵
え
、
導
師
を
正
月
通
り
に
勤
め
る
。
ま
た
転
読
が
終
わ
っ
た

後
に
御
神
酒
が
あ
る
。

こ
の
三
箇
条
は
争
論
裁
定
に
お
い
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
ま
ず
一
条
目
と
の
関

係
で
述
べ
れ
ば
、
⑤
で
わ
ざ
わ
ざ
安
養
寺
・
海
蔵
院
と
限
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

こ
の
天
保
四
年
以
降
、
光
傳
寺
の
参
加
は
法
会
へ
の
主
体
的
な
出
仕
で
な
い
こ
と
が

わ
か
る
。
⑥
は
法
会
に
お
け
る
空
間
利
用
の
問
題
で
あ
る
。
⑦
は
正
月
は
安
養
寺
、

五
月
は
海
蔵
院
で
行
う
、
言
わ
ば
場
所
の
規
定
で
あ
る
。
し
か
し
、
導
師
役
は
安
養

寺
で
あ
っ
た
と
い
う
点
は
注
目
で
き
る
。

　

⑧
大
般
若
経
転
読
の
間
、
札
を
両
寺
脇
に
除
く
。

　

⑨
札
に
つ
い
て
は
先
例
の
通
り
に
年
号
・
山
号
・
寺
号
は
入
れ
な
い
。

　

⑩ 

子
僧
が
い
る
と
き
は
、
両
寺
共
が
自
由
に
助
任
し
て
よ
い
。
な
お
布
施
に
つ
い

て
は
村
か
ら
は
少
し
も
出
さ
な
い
。

こ
れ
ら
残
り
の
三
箇
条
は
、
村
落
側
か
ら
寺
院
へ
の
要
求
に
近
い
内
容
を
含
ん
で

い
る
。
特
に
⑨
の
村
落
内
に
配
ら
れ
る
札
に
年
号
・
山
号
・
寺
号
を
入
れ
な
い
と
い

図２　大般若経転読札位置図（2006年５月14日調査・撮影）
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う
規
定
は
、
ど
ち
ら
か
の
寺
院
名
等
が
入
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た

と
い
え
よ
う
。
ま
た
⑩
は
こ
の
祈
祷
に
か
か
る
村
入
用
以
外
に
、
布
施
と
し
て
は
各

寺
院
へ
出
さ
な
い
と
す
る
。
わ
ざ
わ
ざ
こ
の
規
定
を
示
し
た
の
は
、
そ
れ
ま
で
は
布

施
も
出
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
取
り
分
を
め
ぐ
っ
て
二
ヶ
寺
の
中
で
問
題

と
な
っ
た
か
ら
か
も
知
れ
な
い
。
こ
れ
は
本
史
料
文
末
の
「
故
障
」
の
背
景
と
お
そ

ら
く
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
、
こ
の
天
保
四
年
以
前
の
様
相
に
つ
い
て
は
十
分
に
知
る
こ
と
が
で
き
な
い

が
、
こ
の
「
改
」
に
よ
っ
て
、
現
在
に
至
る
大
般
若
経
会
の
作
法
が
お
お
よ
そ
定

ま
っ
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
問
題
は
や
は
り
最
後
の
一
文
に
あ

る
、
こ
の
大
般
若
経
の
「
故
障
」
が
具
体
的
に
何
を
指
す
か
で
あ
る
。

「
改
」
の
書
付
の
通
り
に
、
安
養
寺
・
海
蔵
院
に
送
っ
た
「
壱
巻
ツ
ヽ
」
と
は
、

こ
の
「
改
」
そ
の
も
の
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
「
故
障
」
と
は
、
安

養
寺
・
海
蔵
院
の
大
般
若
経
会
を
め
ぐ
る
何
ら
か
の
対
立
が
あ
っ
た
と
想
定
で
き
る
。

そ
の
原
因
は
明
ら
か
で
は
な
い
も
の
の
、
例
え
ば
①
や
⑦
に
あ
る
導
師
役
の
勤
仕
役

の
在
り
方
や
、
⑩
の
寺
院
側
の
布
施
を
め
ぐ
っ
た
も
の
な
ど
、
大
般
若
経
会
の
イ
ニ

シ
ア
チ
ブ
を
め
ぐ
る
問
題
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

た
だ
、
全
条
目
に
お
い
て
村
落
主
導
の
作
法
が
確
定
さ
れ
た
こ
と
、
お
よ
び
寺
院

間
の
軋
轢
か
ら
端
を
発
し
た
争
論
が
、
寺
社
奉
行
所
な
ど
の
裁
定
を
経
ず
に
組
頭
の

策
定
と
い
う
形
で
内
済
さ
れ
た
事
実
は
重
要
で
あ
り
、
こ
の
大
般
若
経
会
が
寺
院
・

住
僧
（
住
持
）
を
招
請
す
る
村
方
の
年
中
行
事
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
て
天
保
四
年
に
改
定
さ
れ
た
大
般
若
経
会
は
、
二
〇
年
後
に

再
び
改
め
ら
れ
る
。
そ
の
史
料
を
以
下
に
あ
げ
よ
う
。

一
、 

正
月
五
月
大
般
若
御
祈
祷
之
儀
者
、
正
月
安
養
寺
、
五
月
海
蔵
院
ニ
而
有

之
候
処
、
此
度
相
改
、
両
度
共
下
地
之
通
、
祈
祷
所
安
養
寺
方
ニ
而
相
勤

被
下
候
様
相
究
可
申
候
、
尤
海
蔵
院
依
も
安
養
寺
方
江
被
罷
出
、
相
勤
可

被
申
候
事
、

　

 

右
之
通
り
、
組
頭
一
統
相
談
之
上
、
取
究
可
申
候
間
、
後
日
彼
是
申
間
敷
た

め
書
記
シ
可
申
事
、

　
　
　
　

嘉
永
五
壬
子
年　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

庄
屋
新
左
衛
門

　
　
　
　
　
　

正
月
十
一
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
寄
権
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
宇
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

組
頭
惣
代
佐
次
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
七
郎
左
衛
門

こ
れ
は
、
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
の
知
内
村
「
記
録（

葦
）」
の
記
述
で
、
正
月
は
安

養
寺
、
五
月
は
海
蔵
院
で
お
こ
な
っ
て
い
た
大
般
若
御
祈
祷
を
改
め
て
、
両
方
と
も
、

「
祈
祷
所
」
で
あ
る
安
養
寺
で
勤
め
る
よ
う
に
定
め
、
海
蔵
院
は
安
養
寺
方
で
勤
め

る
と
、
組
頭
一
統
で
相
談
し
た
上
で
取
り
決
め
、
後
日
色
々
と
申
し
立
て
る
こ
と
が

な
い
よ
う
に
書
き
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
す
で
に
こ
の
段
階
で
光
傳
寺
の
関
与
は
確

認
さ
れ
な
い
が
、
安
養
寺
を
祈
祷
所
と
し
て
、
両
寺
が
勤
め
る
こ
と
を
再
規
定
し
た

こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
こ
の
記
述
か
ら
、
知
内
村
に
お
け
る
大
般
若
経
会
は
、
天
保

四
年
の
「
改
」
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
安
養
寺
・
海
蔵
院
の
間
で

そ
の
後
約
二
〇
年
に
及
び
争
論
が
続
い
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
、
今
回

の
裁
定
に
お
い
て
は
、「
組
頭
一
統
」
と
し
な
が
ら
、
村
役
人
と
し
て
の
肩
書
き
を

据
え
て
い
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
「
政
事
」
と
「
神
事
」
に
関
わ
る
点
を
体
現
し
た
も

の
と
い
え
る
が
、
こ
の
史
料
だ
け
で
は
嘉
永
の
争
論
の
背
景
は
は
っ
き
り
と
は
分
か
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ら
な
い
。
た
だ
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
天
保
四
年
以
降
、
嘉
永
六
年
に
至
っ
て
再
び
規

約
が
定
め
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
争
論
は
解
決
を
み
た
。
な
お
、
こ
こ
で
規
定
さ
れ

た
大
般
若
経
会
は
、
現
在
に
至
る
ま
で
そ
の
形
態
を
ほ
ぼ
変
え
ず
に
存
続
し
て
い
る（
芦
）。

３
、
村
方
祈
祷
を
め
ぐ
る
「
記
録
」
と
「
記
憶
」

さ
て
、
以
上
が
知
内
村
の
大
般
若
経
会
を
め
ぐ
る
争
論
の
経
過
と
内
実
で
あ
る
。

こ
れ
以
後
、
知
内
村
「
記
録
」
に
も
他
の
区
有
文
書
に
も
争
論
に
関
す
る
記
述
は
見

当
た
ら
な
い
。
し
か
も
、
大
般
若
経
会
の
記
事
自
体
、
天
保
四
年
ま
で
史
料
上
に
そ

の
存
在
が
記
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
争
論
以
降
も
再
び
史
料
上
か
ら
そ
の
記
述
は
み
え

な
く
な
る
。
も
ち
ろ
ん
記
述
が
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
行
事
が
廃
止
さ
れ
た
わ
け
で

は
な
か
っ
た
が
、
再
び
「
記
録
」
に
み
え
る
よ
う
に
な
る
の
は
昭
和
三
〇
年
代
に

な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
記
述
は
単
に
日
下
に
「
御
祈
祷
」
な
ど
と
執
行

の
事
実
を
記
す
だ
け
で
、
他
に
具
体
的
な
記
述
は
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
村
方
祈
祷
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
大
般
若
経
会
の
争
論

は
、
そ
の
後
、
村
側
で
は
ど
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
節
で
は

最
後
に
、
明
治
・
大
正
期
の
史
料
か
ら
そ
の
点
を
補
足
的
に
見
て
お
き
た
い
。

明
治
・
大
正
期
知
内
の
知
識
人
・
事
業
家
で
あ
っ
た
中
川
源
吾
（
嘉
永
元

年
〈
一
八
四
八
〉
生
、
大
正
一
二
年
〈
一
九
二
三
〉
没
）
は
注
目
す
べ
き
次
の
二

つ
の
史
料
を
残
し
て
い
る（

鯵
）。
一
つ
は
「
中
川
源
太
夫
私
有
記
録
」（
明
治
三
八
年

〈
一
九
〇
五
〉、
以
下
「
私
有
記
録
」
と
略
）
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
「
寺
有
記
録
原

稿
」（
大
正
八
年
〈
一
九
一
九
〉、
以
下
「
寺
有
原
稿
」
と
略
）
で
あ
る
。
前
者
は
中

川
源
吾
の
私
的
日
記
の
性
格
を
持
ち
な
が
ら
、
前
半
部
に
村
の
歴
史
を
調
べ
記
述
し

た
も
の
で
、
後
者
は
檀
那
寺
で
あ
る
安
養
寺
に
の
来
歴
に
つ
い
て
調
べ
上
げ
た
下
書

き
で
あ
る
。
実
は
こ
の
両
史
料
の
中
に
、
大
般
若
経
会
争
論
の
点
に
関
し
て
、
特
に

嘉
永
五
年
の
裁
定
に
関
す
る
記
述
が
あ
る
。

ま
ず
「
私
有
記
録
」
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

正
月
五
日
大
般
若
祈
祷
ノ
儀
、
正
月
ハ
安
養
寺
ニ
於
テ
、
五
月
ハ
海
蔵
院
ニ
於

テ
執
行
ノ
処
、
組
頭
協
議
ノ
結
果
、
両
度
共
安
養
寺
ニ
於
テ
執
行
ノ
事
ニ
確
定

シ
、
尤
両
度
共
海
蔵
院
ヨ
リ
ハ
勤
メ
ニ
参
ラ
ル
ル
事
、

ま
た
「
寺
有
原
稿
」
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

正
月
五
月
大
般
若
祈
祷
ノ
義
、
既
往
正
月
ハ
安
養
寺
、
五
月
ハ
海
蔵
院
ニ
テ
執

行
ノ
處
、
海
蔵
院
ヨ
リ
被
断
、
組
頭
協
議
ノ
上
、
両
度
共
安
養
寺
ニ
於
テ
執
行

ノ
事
ニ
確
定
シ
、
尤
モ
海
蔵
院
ヨ
リ
ハ
勤
読
ニ
出
席
ス
ル
事
、

一
見
し
て
分
か
る
よ
う
に
、
こ
の
両
者
の
記
述
は
、
知
内
村
「
記
録
」
か
ら
の
引

き
写
し
で
あ
る
。
し
か
し
、「
寺
有
原
稿
」
に
は
明
ら
か
に
、
当
時
の
状
況
を
物
語

る
記
述
が
あ
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
す
な
わ
ち
、「
海
蔵
院
ヨ
リ
被
断
」
と
い
う

一
文
で
あ
る
。
こ
の
一
文
は
知
内
村
「
記
録
」
に
書
き
残
さ
れ
な
か
っ
た
事
実
を
考

え
る
上
で
重
要
な
意
味
を
持
つ
。

天
保
四
年
の
「
改
」
を
読
み
解
く
限
り
、
大
般
若
経
祈
祷
の
施
主
は
村
方
で
あ
り
、

そ
の
開
催
内
容
の
改
変
を
め
ぐ
っ
て
は
、
寺
院
側
に
主
導
権
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
つ
ま
り
、
組
頭
一
統
が
示
す
よ
う
な
村
方
主
導
の
改
変
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違

い
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
が
嘉
永
五
年
の
裁
定
段
階
で
海
蔵
院
側
が
何
ら
か

の
理
由
で
離
脱
し
始
め
た
の
で
あ
る
。
そ
の
背
景
を
「
寺
有
原
稿
」
の
「
海
蔵
院
ヨ

リ
被
断
」
の
一
文
が
僅
か
な
が
ら
示
し
て
い
よ
う
。

ま
た
、
こ
の
史
料
か
ら
読
み
解
け
る
も
う
ひ
と
つ
の
重
要
な
点
は
、
二
つ
の
争
論

裁
定
の
う
ち
、
後
者
の
嘉
永
五
年
の
裁
定
が
、
そ
の
後
の
村
方
祈
祷
を
規
定
し
た
も



近
世
村
方
祈
祷
に
関
す
る
一
考
察　

 

（
高
橋
大
樹
）

一
四
六

の
と
し
て
認
識
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
が
「
村
の
歴
史
」
と
し
て
選
択
さ
れ
記

4

4

4

4

4

述
さ
れ
た

4

4

4

4

と
い
う
事
実
で
あ
る
。
中
川
源
吾
は
、
同
時
代
と
い
う
眼
を
通
し
て
、
生

活
知
と
し
て
の
歴
史
、
す
な
わ
ち
現
行
（
大
正
期
）
の
村
方
祈
祷
を
維
持
・
運
営
し

て
い
く
た
め
の
由
緒
と
し
て
、
ま
た
重
要
な
歴
史
と
し
て
嘉
永
五
年
の
裁
定
史
料
を

読
み
直
し
た
の
で
あ
る
。

歴
史
は
事
実
が
す
べ
て
記
述
さ
れ
る
わ
け
で
な
い
。
む
し
ろ
、
記
述
さ
れ
な
い
多

く
の
事
実
が
、
後
に
口
伝
や
伝
承
、
ま
た
幼
き
日
の
「
記
憶（
梓
）」
と
し
て
新
た
に
何
ら

か
の
形
で
記
録
さ
れ
て
い
っ
た
と
き
、
彼
ら
に
と
っ
て
の
「
歴
史
」
が
成
立
し
再
生

さ
れ
て
「
今
」
に
繋
が
っ
て
い
く
。
知
内
の
村
方
祈
祷
の
「
歴
史
」
は
そ
う
い
っ
た

点
を
考
え
る
上
で
も
重
要
な
年
中
行
事
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

む
す
び
に
か
え
て

以
上
、
本
稿
で
は
近
世
知
内
村
の
村
方
祈
祷
で
あ
る
大
般
若
経
会
の
争
論
の
分
析

を
通
じ
て
、
村
落
の
年
中
行
事
の
維
持
や
、
村
落
と
寺
院
と
の
関
係
に
つ
い
て
検
討

し
た
。
ま
た
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
関
与
し
た
三
ヶ
寺
の
成
立
・
展
開
や
、
さ
ら
に

近
代
に
お
け
る
大
般
若
経
会
争
論
の
記
録
化
に
つ
い
て
も
論
究
し
た
。

知
内
村
の
大
般
若
経
会
は
、
単
な
る
寺
院
の
仏
事
と
い
う
性
格
に
と
ど
ま
ら
ず
、

村
落
の
年
中
行
事
と
し
て
寺
院
や
住
僧
（
住
持
）
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た

こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
組
頭
を
中
心
と
し
た
村
内
組
織
に
よ
っ
て

政
事
・
神
事
と
し
て
運
営
・
差
配
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
寺
院
間
の
争
論
に
よ
っ
て

端
を
発
し
た
と
考
え
ら
れ
る
天
保
四
年
の
「
故
障
」
は
、
そ
の
ま
ま
村
落
全
体
の
問

題
に
及
ぶ
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
村
と
し
て

4

4

4

4

規
定
し
直
す
必
要
が
あ
っ
た
の

で
あ
る
。
村
落
と
寺
院
の
関
係
は
、
特
に
区
有
文
書
を
読
み
解
く
限
り
、
寺
請
・
宗

門
帳
作
成
な
ど
行
政
上
、
ま
た
檀
那
と
の
先
祖
供
養
や
葬
送
の
関
係
の
み
で
成
立
し

た
だ
け
で
は
な
く
、
村
落
の
年
中
行
事
や
祭
祀
に
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
存
在
と

し
て
現
在
に
ま
で
至
る
と
い
う
こ
と
を
看
過
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

さ
て
、
本
稿
で
は
、
村
方
祈
祷
の
分
析
や
そ
の
前
提
と
し
て
村
落
寺
院
の
分
析
に

終
始
し
た
が
、
知
内
村
の
宗
教
・
習
俗
を
め
ぐ
る
モ
ノ
グ
ラ
フ
を
明
ら
か
に
し
て
い

く
に
は
、
も
ち
ろ
ん
村
方
祈
祷
だ
け
の
検
討
で
は
不
十
分
で
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。

ま
た
今
回
、
村
落
の
年
中
行
事
や
維
持
の
実
態
に
つ
い
て
の
組
頭
の
位
置
が
明
ら
か

と
な
っ
た
が
、
今
後
は
本
論
で
も
若
干
触
れ
た
よ
う
に
、
檀
那
（
檀
中
）・
組
頭
（
長

分
）・
宮
座
（
知
内
で
は
「
諸
頭
」）
と
い
っ
た
重
層
的
階
層
構
造
を
具
体
的
に
視
野

に
入
れ
て
、
村
落
と
の
関
係
に
つ
い
て
解
明
し
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
お
そ
ら
く

そ
れ
は
湖
北
地
域
の
半
檀
家
を
再
検
討
す
る
上
で
も
重
要
な
点
で
あ
り
、
い
ず
れ
の

考
察
も
後
日
を
期
し
た
い
。

〔
注
〕

（
１
） 

本
稿
で
用
い
る
「
村
落
」
と
は
、
福
田
ア
ジ
オ
氏
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
「
農
林

漁
業
を
生
産
活
動
と
す
る
人
々
が
地
域
的
に
ま
と
ま
り
、
一
つ
の
社
会
組
織
を

作
っ
て
い
る
状
態
の
通
時
代
的
・
通
文
化
的
な
把
握
の
語
で
あ
り
、
集
落
は
家

屋
が
集
合
分
布
し
て
い
て
空
間
的
に
他
と
区
別
さ
れ
て
一
つ
の
地
域
に
な
っ
て

い
る
と
い
う
形
態
を
把
握
す
る
語
」
と
い
う
捉
え
方
に
依
っ
て
い
る
﹇
福
田　

一
九
八
二
﹈。
つ
ま
り
、
村
落
は
、
生
活
空
間
と
し
て
の
ム
ラ
、
生
産
活
動
の
場

と
し
て
の
ノ
ラ
、
共
有
地
を
含
め
た
ヤ
マ
を
包
括
・
想
定
し
た
用
語
で
あ
り
、
村

落
の
寺
院
と
は
、
そ
う
し
た
ム
ラ
に
お
け
る
檀
那
と
檀
那
寺
の
関
係
で
完
結
す
る

の
で
は
な
く
、
ム
ラ
周
辺
で
あ
る
ノ
ラ
・
ヤ
マ
に
対
す
る
豊
作
祈
願
・
結
界
祈
祷

を
含
め
た
祭
祀
を
行
う
存
在
を
想
定
し
て
使
用
す
る
。

（
２
） 
近
世
村
落
に
お
け
る
宗
教
、
と
り
わ
け
村
落
と
寺
院
の
関
係
や
そ
こ
で
営
ま
れ
る

檀
那
の
信
仰
生
活
を
考
え
る
場
合
、
こ
れ
ま
で
大
き
く
分
け
て
次
の
二
つ
の
視
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七

点
・
視
角
が
あ
る
。
①
檀
那
寺
を
、
本
末
制
度
や
寺
請
制
な
ど
教
団
史
や
制
度
史

の
中
で
捉
え
る
視
点
﹇
辻
一
九
八
四
、
大
桑
一
九
八
五
、
圭
室
一
九
九
九
﹈。
②

村
内
の
宗
教
者
や
宗
教
施
設
を
地
域
社
会
と
の
関
わ
り
で
捉
え
直
す
視
点
・
視

角
﹇
竹
田
一
九
九
四
、
今
堀
一
九
九
九
﹈
で
あ
る
。
近
年
で
は
「
宗
教
的
社
会
関

係
」
を
通
じ
て
地
域
社
会
を
考
究
す
る
視
点
﹇
澤
一
九
九
九
、
二
〇
〇
七
﹈、
ま

た
仏
教
教
団
・
僧
侶
集
団
・
檀
家
組
織
を
寺
院
在
所
村
の
中
で
総
体
的
に
描
く
視

点
﹇
朴
澤
二
〇
〇
四
﹈
な
ど
近
年
の
近
世
宗
教
社
会
史
研
究
の
成
果
が
あ
る
。
本

稿
は
特
に
後
者
の
視
点
に
学
ん
で
い
る
。

（
３
） 

知
内
区
有
文
書
に
あ
る
「
記
録
」
と
題
さ
れ
る
史
料
は
、
延
享
二
年
（
一
七
四
五
）

か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
約
二
六
〇
年
の
あ
い
だ
庄
屋
・
戸
長
・
区
長
、
ま
た
書

役
な
ど
、
書
き
手
が
変
わ
り
つ
つ
も
記
さ
れ
続
け
ら
れ
た
「
村
の
日
記
」
で
あ

る
。
そ
の
「
記
録
」
を
用
い
た
「
村
の
日
記
」
研
究
に
つ
い
て
は
、
古
川
彰
氏
の

研
究
に
詳
し
い
﹇
古
川
二
〇
〇
五
﹈。
ま
た
、
そ
の
史
料
性
や
歴
史
的
位
置
付
け

に
つ
い
て
は
、『
暮
ら
し
と
歴
史
の
ま
な
び
方
』
第
一
章
第
一
節
「
記
録
」〔「
村

の
日
記
」
研
究
会
編
二
〇
一
〇
：
八
〜
一
〇
〈
鎌
谷
〉〕
を
参
照
。
な
お
、「
記

録
」
の
翻
刻
に
つ
い
て
は
、
古
川
彰
・
伊
藤
康
宏
「
村
の
日
記
―
江
州
知
内
村

『
記
録
』（
１
）〜（
12
）（
補
）」（『
中
京
大
学
社
会
学
部
紀
要
』
２-

１-

８-

１
、

一
九
八
八
〜
一
九
九
三
年
）、
古
川
彰
・
伊
藤
康
宏
・
鎌
谷
か
お
る
「
村
の
日
記

―
江
州
知
内
村
『
記
録
』（
13
）〜（
14
）」（『
関
西
学
院
大
学
社
会
学
部
紀
要
』

97-

98
、
二
〇
〇
四
〜
二
〇
〇
五
年
）
が
あ
る
。
な
お
、
本
稿
で
は
原
本
に
あ
た

り
つ
つ
、
該
当
箇
所
を
引
用
し
て
い
る
。
ま
た
そ
れ
以
外
の
知
内
区
有
文
書
に
つ

い
て
は
、
以
前
に
調
査
さ
れ
た
滋
賀
県
立
図
書
館
の
調
査
目
録
番
号
を
併
記
し
て

お
く
。

（
４
） 

知
内
の
調
査
史
・
研
究
史
に
関
し
て
は
、『
暮
ら
し
と
歴
史
の
ま
な
び
方
』
第

一
章
第
三
節
「
帳
蔵
を
開
い
た
人
々
」
に
詳
し
い
〔「
村
の
日
記
」
研
究
会
編

二
〇
一
〇
：
一
四
〜
一
八
〈
鎌
谷
〉〕。

（
５
） 『
暮
ら
し
と
歴
史
の
ま
な
び
方
』
第
三
章
第
二
節
「
出
る
・
見
つ
け
る
・
記
録
す

る
」
に
詳
し
い
〔「
村
の
日
記
」
研
究
会
編
二
〇
一
〇
：
八
〜
一
〇
〈
郡
山
〉〕。

（
６
） 「
江
州
高
嶋
郡
西
之
庄
之
内
知
内
村
御
検
地
帳
」（「
知
内
区
有
文
書
」
５-

１
﹇
土

地
﹈
１
）、｢

江
州
高
嶋
郡
知
内
村
諸
色
明
細
帳｣

（「
知
内
区
有
文
書
」
３
﹇
村
況
﹈

１
）。

（
７
） 

安
養
寺
と
唐
崎
大
明
神
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
現
在
配
布
さ
れ
て
い
る
唐
崎
神
社

の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
「
由
緒
略
記
」
と
あ
る
の
が
参
考
に
な
る
。
そ
こ
に
は
「
天

文
年
間
（
一
五
三
二
〜
一
五
五
五
）
に
当
地
は
兵
火
に
か
か
り
、
社
傍
の
大
川
堂

に
安
置
さ
れ
て
い
た
大
川
神
社
本
地
仏
は
水
玄
堂
に
移
さ
れ
、
無
事
で
あ
っ
た

が
、
古
器
物
は
殆
ど
が
鳥
有
に
記
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
本
地
仏
は
水

玄
堂
の
火
災
（
明
治
二
十
六
年
）
に
よ
り
、
現
在
は
上
知
内
の
安
養
寺
内
の
観

音
堂
に
、
唐
崎
神
社
奥
の
院
と
し
て
、
祀
ら
れ
て
い
る
」
と
記
し
て
い
る
。
ま

た
、「
記
録
」（「
知
内
区
有
文
書
」
２-

１
﹇
記
録
﹈
２
）
の
挟
み
込
み
メ
モ
に
、

「
昭
和
五
十
三
年
八
月
安
養
寺
境
内
に
あ
る
唐
崎
奥
の
院
と
伝
へ
ら
れ
る
観
音
堂

の
お
祭
り
が
近
年
淋
し
く
な
っ
て
ゐ
る
た
め
こ
れ
ら
の
復
興
を
め
ざ
し
て
知
内
老

人
ク
ラ
ブ
有
志
相
募
り
観
音
堂
の
古
事
に
つ
い
て
調
べ
て
ゐ
た
」
と
、
観
音
堂
を

奥
の
院
と
し
て
認
識
し
て
い
る
。
安
養
寺
に
は
観
音
堂
が
存
在
し
（
も
し
く
は
観

音
堂
が
安
養
寺
の
前
身
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
）、
唐
崎
大
明
神
と
そ
の
奥
院

「
水
玄
堂
」
と
か
か
わ
る
存
在
で
あ
っ
た
。
か
か
る
様
相
は
、
ま
た
明
治
二
六
年

（
一
八
九
三
）
の
「
記
録
」（「
知
内
共
有
文
書
」
２-

１
﹇
記
録
﹈
４
）
に
「
安

養
寺
境
内
村
中
共
有
建
物
観
音
堂
」
に
「
消
失
セ
シ
祭
り
タ
ル
仏
像
」
と
し
て
、

﹇
唐
崎
神
社
奥
院
﹈
本
尊
千
手
観
世
音
木
立
像
・﹇
脇
立
﹈
天
照
大
神
・﹇
脇
立
﹈

持
国
天
名
、
貴
船
大
神
木
立
像
、
役
行
者
木
立
像
・﹇
脇
立
﹈
前
鬼
後
鬼
﹇
厨
子
入
﹈

（
二
体
）、
准
四
国
七
十
四
番
弘
法
大
師
木
立
像
﹇
厨
子
入
﹈、
弘
法
大
師
木
立
像
、

大
黒
天
木
立
像
﹇
厨
子
入
﹈、
鎮
守
天
満
宮
木
座
像
﹇
水
言
堂
御
宝
ト
云
フ
﹈﹇
厨

子
入
﹈、
阿
弥
陀
如
来
伽
羅
木
立
像
・﹇
脇
立
﹈
能
作
性
宝
塔
滅
金
﹇
厨
子
入
﹈・

﹇
脇
立
﹈
仏
舎
利
塔
滅
金
﹇
厨
子
入
﹈
を
書
き
上
げ
て
い
る
点
か
ら
も
う
か
が
う

こ
と
が
で
き
る
。

（
８
） 「
江
州
高
嶋
郡
西
之
庄
之
内
知
内
村
御
検
地
帳
」（「
知
内
区
有
文
書
」
５-

１
﹇
土

地
﹈
１
）。

（
９
） 〔
高
嶋
郡
知
内
村
検
地
帳
〕（
寛
文
七
年
八
月
）
５-

１
﹇
土
地
﹈
３
）。

（
10
） 〔
知
内
村
絵
図
〕
元
禄
五
年
（
一
六
九
二
）（「
知
内
区
有
文
書
」
29
﹇
絵
図
﹈
１
）

に
よ
れ
ば
、
元
禄
五
年
の
知
内
村
の
集
落
区
域
は
、
上
知
内
の
み
で
あ
る
。
下
知

内
が
形
成
さ
れ
た
時
期
に
つ
い
て
は
詳
し
く
は
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
し
、
現
在
の



近
世
村
方
祈
祷
に
関
す
る
一
考
察　

 

（
高
橋
大
樹
）

一
四
八

下
知
内
（
南
向
）
に
「
濱
村
」
と
あ
り
、
他
の
絵
図
に
お
い
て
も
「
濱
居
村
」
な

ど
と
確
認
で
き
る
こ
と
か
ら
、
元
禄
期
以
降
、
下
知
内
の
集
落
が
次
第
に
形
成
さ

れ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

（
11
） 「
近
江
国
高
嶋
郡
知
内
村
寺
社
并
高
外
除
地
帳
」（「
知
内
区
有
文
書
」
25-

１﹇
宗

教
﹈
１
）。

（
12
） 

真
宗
大
谷
派
光
傳
寺
に
所
蔵
さ
れ
る
文
書
に
は
木
仏
・
寺
号
下
賜
の
御
印
書
を
は

じ
め
と
し
た
古
文
書
が
あ
る
。
古
文
書
の
内
容
及
び
略
史
を
含
め
て
前
稿
解
説
を

参
照
〔
高
橋
・
鎌
谷
・
郡
山
二
〇
一
〇
〕。
な
お
、
図
１
に
も
あ
る
よ
う
に
、
光

傳
寺
は
大
正
五
年
（
一
九
一
六
）
に
は
下
知
内
の
現
在
の
位
置
に
移
転
し
て
い
る
。

（
13
） 

こ
れ
は
文
化
二
年
（
一
八
〇
四
）
の
「
記
録
」
か
ら
も
確
認
で
き
る
。
す
な
わ

ち
、
文
化
元
年
付
「
乍
恐
勢
田
川
請
書
奉
差
上
候
写
」
に
、
知
内
村
の
村
高
が
列

記
さ
れ
た
あ
と
で
、
三
ヶ
寺
そ
れ
ぞ
れ
が
「
御
触
書
之
趣
奉
拝
見
候
、
尤
御
朱
印

并
除
地
ニ
而
者
無
御
座
候
」
と
除
地
で
な
い
こ
と
を
記
し
て
い
る
（「
記
録
」「
知

内
共
有
文
書
」
２-

１
﹇
記
録
﹈
１
）。
こ
れ
ら
寺
地
が
除
地
で
な
く
年
貢
地
で

あ
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
寺
院
や
そ
の
土
地
の
経
営
が
檀
那
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い

た
た
め
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
朴
澤
直
秀
氏
は
、
宗
教
施
設
を
め
ぐ

る
権
利
・
義
務
関
係
を
展
望
す
る
中
で
、
寺
院
所
在
町
村
の
関
与
を
一
般
的
原
則

的
な
も
の
と
す
る
こ
と
に
慎
重
と
し
つ
つ
も
、
寺
院
・
土
地
・
堂
舎
の
進
退
権
が

狭
義
の
寺
院
で
あ
る
か
、
村
持
ち
の
堂
舎
で
あ
る
の
か
、
寺
院
本
末
関
係
に
編
成

さ
れ
て
い
る
か
否
か
が
重
要
な
点
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
﹇
朴
澤　

二
〇
〇
四
ａ
﹈。
ま
た
併
せ
て
本
末
体
制
後
の
住
持
の
決
定
に
つ
い
て
、
寺
院
在

所
村
の
村
役
人
や
檀
中
惣
代
が
手
続
き
や
決
定
に
関
与
し
、
同
時
に
そ
の
寺
院
の

維
持
が
寺
請
に
加
え
て
鎮
守
の
別
当
寺
・
寄
合
の
場
・
村
全
体
の
祈
祷
と
い
っ

た
村
の
「
惣
堂
」
的
宗
教
施
設
で
あ
っ
た
こ
と
を
想
定
さ
れ
て
い
る
﹇
朴
澤　

二
〇
〇
四
ｂ
﹈。
さ
ら
に
筆
者
は
前
稿
に
お
い
て
、
海
蔵
院
住
持
の
跡
職
を
め
ぐ

る
田
地
争
論
の
史
料
を
紹
介
し
、
檀
那
と
海
蔵
院
の
関
係
に
つ
い
て
言
及
し
た
こ

と
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
海
蔵
院
跡
職
の
田
地
の
差
配
が
檀
中
の
総
意
で
決
定
さ

れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
﹇
高
橋
二
〇
〇
七
﹈）。

（
14
） 

具
体
的
な
考
察
は
稿
を
改
め
る
が
、
第
二
章
で
使
用
す
る
「
寺
有
記
録
原
稿
」
と

い
う
明
治
・
大
正
期
史
料
の
記
述
の
中
に
、
戸
籍
制
定
上
解
消
さ
れ
た
半
檀
家
を
、

戸
長
役
場
が
以
後
五
〇
年
間
容
認
す
る
と
の
箇
所
が
あ
り
、
知
内
を
含
め
た
湖
北

地
域
の
半
檀
家
の
場
合
、
一
家
一
寺
法
令
レ
ベ
ル
の
分
析
を
踏
え
つ
つ
、
よ
り
細

か
な
寺
檀
関
係
を
、
村
運
営
の
在
り
方
・
宮
座
な
ど
の
関
係
も
含
め
て
考
察
す
る

必
要
が
あ
ろ
う
。

（
15
） 「
記
録
」（「
知
内
区
有
文
書
」
２-

１
﹇
記
録
﹈
７
）。

（
16
） 

例
え
ば
、
藤
田
励
夫
氏
は
、
菅
浦
に
あ
る
阿
弥
陀
寺
と
村
民
に
よ
る
大
般
若
経
の

将
来
を
明
ら
か
に
し
〔
藤
田
一
九
九
五
〕、
ま
た
今
堀
太
逸
氏
は
、
五
個
荘
町
小

幡
地
区
の
行
事
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
正
眼
寺
で
の
大
般
若
経
会
に
お
い
て
、
本

尊
と
し
て
祀
ら
れ
る
十
六
善
神
像
が
区
有
で
、
二
月
の
祈
祷
会
が
村
方
祈
祷
と
し

て
今
日
に
至
っ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
檀
那
寺
が
檀
家

に
葬
式
と
先
祖
供
養
の
み
に
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
宗
派
や
檀
家
組
織
の
枠
を

こ
え
て
、
村
の
自
治
や
村
人
の
信
心
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て

い
る
〔
今
堀
一
九
九
九
〕。

（
17
） 

二
〇
〇
六
年
五
月
一
四
日
に
安
養
寺
に
お
い
て
大
般
若
経
会
の
聞
書
調
査
を
お
こ

な
い
、
以
降
二
〇
一
一
年
ま
で
継
続
し
て
調
査
中
で
あ
る
。

（
18
） 「
記
録
」（「
知
内
区
有
文
書
」
２-

１
﹇
記
録
﹈
１
）。

（
19
） 「
記
録
」（「
知
内
区
有
文
書
」
２-

１
﹇
記
録
﹈
４
）
の
埋
樋
普
請
の
「
長
分
」

の
関
与
、
お
よ
び
「
記
録
」（「
知
内
区
有
文
書
」
２-

１
﹇
記
録
﹈
７
）
に
あ
る

「
諸
頭
」
に
よ
る
暴
風
雨
に
よ
る
日
吉
神
社
の
修
繕
の
記
事
な
ど
。

（
20
） 

当
該
期
の
区
有
文
書
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
役
職
を
確
認
し
た
。「
大
川
筋
字
上
栗
駒

御
普
請
目
論
見
帳
」（「
知
内
区
有
文
書
」
15
﹇
土
地
﹈
52
な
ど
）。
ち
な
み
に
、

知
内
村
の
庄
屋
・
年
寄
は
、
年
番
で
交
代
し
て
る
事
実
が
、
区
有
文
書
等
よ
り
確

認
で
き
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
も
う
少
し
細
か
な
分
析
が
必
要
で
あ
る
が
、
こ

の
点
は
近
世
知
内
村
の
実
質
的
な
運
営
・
決
定
権
は
誰
が
持
つ
の
か
（
村
役
人
か

諸
頭
か
）
を
考
え
る
上
で
も
重
要
な
点
で
あ
る
が
、
今
は
指
摘
に
留
め
る
。

（
21
） 「
記
録
」（「
知
内
区
有
文
書
」
２-

１
﹇
記
録
﹈
４
）「
一
、
仝
九
月
村
民
水
害
ニ

罹
リ
糊
口
ヲ
凌
ク
稼
方
無
之
ニ
付
、
三
ヶ
村
立
会
字
平
戸
山
下
苅
ノ
協
議
ヲ
致
、

三
ヶ
村
ニ
割
合
、
当
村
ハ
組オ

サ
フ
ン頭

ハ
除
キ

〔
×
ク
〕一

同
立
込
、
之
レ
亦
格
別
ノ
救
助
ニ
相

成
候
、
立
木
ニ
不
拘
様
長
分
二
名
隔
日
目見ゝ
付
ニ
出
張
候
コ
ト
、」。

（
22
） 

こ
の
「
荒
増
」
の
「
衆
」
の
具
体
的
範
囲
が
、
宮
座
の
「
老
衆
」「
上
座
衆
」（〔
烏



佛
教
大
学
大
学
院
紀
要　

文
学
研
究
科
篇　

第
三
十
九
号
（
二
〇
一
一
年
三
月
）

一
四
九

帽
子
覚
帳
綴
〕「
知
内
区
有
文
書
」
11
﹇
戸
口
﹈
１
な
ど
）
と
重
な
る
可
能
性
も

あ
る
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
判
然
と
し
な
い
。

（
23
） 
大
般
若
経
会
に
掛
け
る
十
六
善
神
像
と
は
、
大
般
若
経
読
誦
に
よ
っ
て
守
護
す

る
夜
叉
神
・
釈
迦
十
六
善
神
の
こ
と
で
〔
中
野
一
九
八
八
〕、
前
掲
注
16
今
堀
氏

の
指
摘
〔
今
堀
一
九
九
九
〕
や
、
中
世
で
の
事
例
〔
中
野
一
九
八
八
、
豊
島
修

二
〇
〇
五
〕
な
ど
そ
の
事
例
は
多
く
確
認
さ
れ
て
い
る
。

（
24
） 

現
在
で
は
上
知
内
・
下
知
内
に
そ
れ
ぞ
れ
三
ヶ
所
づ
つ
貼
り
付
け
ら
れ
て
い

る
（
図
２
参
照
）。
村
境
に
御
札
を
立
て
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
中
野
豈
任
氏
が

「
大
般
若
経
転
読
札
」
と
し
て
そ
の
事
例
を
検
討
し
て
い
る
〔
中
野
一
九
八
八
：

二
一
七
〕。
特
に
近
世
近
江
の
例
と
し
て
、
滋
賀
県
甲
賀
郡
水
口
町
松
尾
の
願
隆

寺
の
大
般
若
経
会
、
近
江
八
幡
市
馬
淵
千
僧
供
の
冬
祈
祷
と
夏
祈
祷
（
こ
の
事
例

に
関
し
て
、
近
年
『
近
江
八
幡
の
歴
史
』
で
も
説
明
さ
れ
て
い
る
）、
蒲
生
郡
安

土
町
下
豊
浦
の
「
大
般
若
の
ゴ
キ
ト
ウ
」
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
、
大
般
若
経
会

と
木
札
・
摺
札
に
つ
い
て
検
討
し
、
木
札
が
村
落
共
同
体
の
安
全
と
五
穀
豊
穣
を

祈
願
す
る
た
め
に
村
境
や
辻
に
立
て
ら
れ
、
摺
札
が
家
内
安
全
を
守
る
た
め
に
共

同
体
の
構
成
員
で
あ
る
各
家
の
戸
口
に
貼
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
25
） 

こ
の
紙
札
二
六
〇
枚
と
い
う
数
で
あ
る
が
、
区
有
文
書
に
残
る
宗
門
改
帳
に
よ
れ

ば
知
内
村
の
お
よ
そ
一
〇
〇
軒
程
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
は
各
家
の
母
屋

以
外
の
建
物
お
よ
び
各
家
の
入
り
口
以
外
に
貼
札
す
る
な
ど
が
想
定
さ
れ
る
。
ま

た
、
紙
札
そ
れ
自
体
の
効
力
に
つ
い
て
は
、
知
内
に
伝
わ
る
「
ゆ
う
れ
い
が
人
を

殺
し
た
は
な
し
」
と
い
う
昔
話
に
興
味
あ
る
内
容
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
の

内
容
は
、
ご
祈
祷
札
に
よ
っ
て
家
に
入
れ
な
い
幽
霊
が
、
旅
人
に
頼
み
札
が
剥
が

し
て
も
ら
い
家
の
中
に
い
た
人
を
殺
し
て
し
ま
う
と
い
う
話
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、

各
家
に
ご
祈
祷
札
が
配
布
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
お
よ
び
家
を
護
る
と
い
う
具
体
的

な
役
割
や
習
俗
に
つ
い
て
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
﹇
マ
キ
ノ
町
教
育
委
員
会　

一
九
八
〇
﹈。

（
26
） 「
記
録
」（「
知
内
区
有
文
書
」
２-

１
﹇
記
録
﹈
１
）。

（
27
） 

ち
な
み
に
、
現
在
の
知
内
の
大
般
若
経
会
に
用
い
る
大
般
若
経
は
版
本
で
、

六
〇
〇
巻
の
う
ち
一
〇
〇
巻
の
み
が
、
五
〇
巻
二
箱
に
分
け
て
帳
蔵
4

4

に
保
管
さ
れ

て
い
る
。
明
治
の
神
仏
分
離
の
影
響
に
よ
っ
て
、
何
ら
か
の
変
容
を
余
儀
な
く
さ

れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
同
じ
く
帳
蔵
に
は
「
唐
崎
大
明
神
」
の
額
や
「
十
禅

師
社
幟
箱
」
も
同
様
に
保
管
さ
れ
て
い
て
、
大
般
若
経
も
本
来
は
唐
崎
神
社
・
十

禅
師
社
に
あ
っ
た
可
能
が
あ
る
。

（
28
） 

中
川
源
吾
は
、
近
代
孵
化
事
業
等
に
尽
力
し
、「
近
江
水
産
翁
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

共
著
に
『
琵
琶
湖
水
産
誌
』
が
あ
り
、
そ
の
他
に
も
著
作
が
あ
る
。
現
在
、
そ
れ

ら
は
中
川
功
家
文
書
と
し
て
伝
来
す
る
が
、「
私
有
記
録
」・「
寺
有
原
稿
」
も
ま

た
同
じ
で
あ
る
。
な
お
、
そ
の
一
部
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
滋
賀
県
立
図
書
館
が

調
査
・
整
理
し
て
い
る
。

（
29
） 

中
川
源
吾
は
「
寺
有
原
稿
」
の
中
で
唐
崎
神
社
奥
院
の
縁
起
を
掲
載
し
て
い
る
が
、

そ
れ
は
「
唐
崎
神
社
奥
院
縁
記（
起
）」
と
題
さ
れ
る
史
料
か
ら
の
引
き
写
し
で
あ
り
、

こ
の
史
料
の
末
尾
に
は
「
中
川
源
吾
九
才
ノ
時
ナ
リ
シ
気
億（
憶
）ノ
侭
ヲ
記
ス
」
と

幼
き
日
の
記
述
で
あ
る
こ
と
を
吐
露
し
た
一
文
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
を
含
め
た

「
寺
有
記
録
」
の
成
立
過
程
と
そ
の
記
述
性
に
つ
い
て
は
、
知
内
村
「
記
録
」
と

の
関
係
も
含
め
て
、
別
稿
に
て
論
じ
る
こ
と
に
す
る
。

﹇
参
考
文
献
﹈

稲
城
信
子　

二
〇
〇
五　
「
神
仏
習
合
資
料
と
し
て
の
大
般
若
経
」『
日
本
中
世
の
経
典

と
勧
進
』
塙
書
房
（
初
出
一
九
八
九
年
）。

今
堀
太
逸　

一
九
九
九　
「
村
落
寺
院
の
諸
相
―
滋
賀
県
神
崎
郡
五
個
荘
町
を
事
例
と
し

て
―
」『
本
地
垂
迹
信
仰
と
念
仏
―
日
本
庶
民
仏
教
史
の
研
究
―
』
法
蔵
館
（
初

出　

一
九
九
八
）。

大
桑　

斉　

一
九
七
九　
『
寺
檀
の
思
想
』
教
育
社
歴
史
新
書
。

大
桑　

斉　

一
九
八
六　
「
半
檀
家
の
歴
史
的
展
開
」『
近
世
佛
教
―
史
料
と
研
究
』
第

六
巻
第
三
・
四
号
。

澤　

博
勝　

一
九
九
九　
『
近
世
の
宗
教
組
織
と
地
域
社
会
―
教
団
信
仰
と
民
間
信

仰
―
』
吉
川
弘
文
館
。

澤　

博
勝　

二
〇
〇
七　
『
近
世
宗
教
社
会
論
』　

吉
川
弘
文
館
。

滋
賀
県
教
育
委
員
会
事
務
局　

一
九
八
九　
『
滋
賀
県
大
般
若
波
羅
蜜
多
経
調
査
報
告

書
』
１　

滋
賀
県
教
育
委
員
会
。

滋
賀
県
教
育
委
員
会
事
務
局　

一
九
九
四　
『
滋
賀
県
大
般
若
波
羅
蜜
多
経
調
査
報
告



近
世
村
方
祈
祷
に
関
す
る
一
考
察　

 

（
高
橋
大
樹
）

一
五
〇

書
』
２　

滋
賀
県
教
育
委
員
会
。

高
橋
大
樹　

二
〇
〇
七　

｢

近
世
村
落
寺
院
と
檀
那
―
近
江
国
高
嶋
郡
知
内
村
を
事
例
と

し
て
―｣

『
鷹
陵
史
学
』
三
三
号
。

竹
田
聴
洲　

一
九
九
四　
「
近
世
社
会
と
仏
教
」『
葬
史
と
宗
史
』〈
竹
田
聴
洲
著
作
集
７

巻
〉
国
書
刊
行
会
（
初
出
一
九
七
五
年
）。

竹
田
聴
洲　

一
九
九
三　
『
民
俗
仏
教
と
祖
先
信
仰
』〈
竹
田
聴
洲
著
作
集
一
〜
三
巻
〉

国
書
刊
行
会
（
初
出
一
九
七
一
年
）

圭
室
諦
成　

一
九
六
三　
『
葬
式
仏
教
』
大
法
輪
閣
。

圭
室
文
雄　

一
九
九
九　
『
葬
式
と
檀
家
』
吉
川
弘
文
館
。

辻
善
之
助　

一
九
五
四　
『
日
本
仏
教
史
』
第
九
巻
近
世
編
三　

岩
波
書
店
。

豊
島　

修　

二
〇
〇
五　
「
近
世
和
州
村
落
寺
院
の
仏
教
行
事
―
坂
合
部
郷
の
修
正
会

に
つ
い
て
―
」『
熊
野
信
仰
史
研
究
と
庶
民
信
仰
史
論
』
清
文
堂
（
初
出　

二
〇
〇
二
年
）。

中
野
豈
任　

一
九
八
八　
「
呪
符
と
境
界
」『
祝
儀
・
吉
書
・
呪
符
―
中
世
村
落
の
祈
り

と
呪
符
―
』
吉
川
弘
文
館
。

原
田
敏
明　

一
九
七
一　
「
村
境
と
宗
教
」『
宗
教
と
社
会
』
東
海
大
学
出
版
会
（
初
出

一
九
五
七
年
）。

古
川　

彰　

二
〇
〇
四　
「
村
の
災
害
と
無
事
―
「
貧
民
漁
業
制
」
と
い
う
仕
掛
け
」「
虫

送
り
と
生
活
知
の
変
容
」。
以
上
、『
村
の
生
活
環
境
史
』〈
関
西
学
院
大
学
研
究

叢
書
第
一
〇
六
編
〉
世
界
思
想
社
。

古
川　

彰　

二
〇
〇
五　
「
生
活
知
の
く
り
出
し
方
―
「
村
の
日
記
」
の
な
か
の
調
査
―
」

『
先
端
社
会
研
究
』
第
二
号
。

藤
田
励
夫　

一
九
九
五　
「
村
落
に
お
け
る
大
般
若
経
の
護
持
―
菅
浦
・
阿
弥
陀
寺
所
有

大
般
若
経
―
」『
大
般
若
経
の
世
界
』
滋
賀
県
立
琵
琶
湖
文
化
館
図
録
。

朴
澤
直
秀　

二
〇
〇
四
ａ　
「
近
世
中
後
期
関
東
に
お
け
る
宗
教
施
設
の
運
営
―
村
・
檀

家
組
織
・
地
方
教
団
組
織
相
互
関
係
」『
幕
藩
権
力
と
寺
檀
制
度
』、
吉
川
弘
文
館

（
初
出
一
九
九
七
年
）。

朴
澤
直
秀　

二
〇
〇
四
ｂ　
『
幕
藩
権
力
と
寺
檀
制
度
』
吉
川
弘
文
館
。

マ
キ
ノ
町
誌
編
さ
ん
委
員
会　

一
九
八
七　

同
会
編
『
マ
キ
ノ
町
誌
』
マ
キ
ノ
町
。

マ
キ
ノ
町
教
育
委
員
会　

一
九
八
〇　

同
会
編
『
マ
キ
ノ
の
む
か
し
ば
な
し
』
ふ
る
さ

と
近
江
伝
承
文
化
叢
書　

サ
ン
ブ
ラ
イ
ト
出
版
。

「
村
の
日
記
」
研
究
会
編　

二
〇
一
〇　
『
暮
ら
し
と
歴
史
の
ま
な
び
方
―
知
内
「
村
の

日
記
」
か
ら
の
出
発
―
』
関
西
学
院
大
学
社
会
学
部
古
川
研
究
室
。

【
付
記
】

　

本
稿
は
、「
村
の
日
記
」
研
究
会
お
よ
び
次
の
科
学
研
究
費
補
助
金
に
よ
る
研
究
成

果
の
一
部
で
あ
る
。

「
ロ
ー
カ
ル
な
知
の
伝
承
と
環
境
保
全
方
法
に
関
す
る
研
究
」（
課
題
番
号

一
七
五
三
〇
四
〇
三 

研
究
代
表
者
古
川
彰
）

「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
よ
る
災
害
文
化
生
成
に
関
す
る
環
境
社
会
学
的
研
究
」（
課
題
番
号

二
一
三
三
〇
一
三
〇 

研
究
代
表
者
古
川
彰
）

「
日
本
近
世
に
お
け
る
内
水
面
の
漁
業
権
に
関
す
る
基
研
的
研
究
」（
課
題
番
号

二
一
七
二
〇
二
四
六 

研
究
代
表
者
鎌
谷
か
お
る
）

　

ま
た
史
料
閲
覧
に
際
し
て
は
、
知
内
区
お
よ
び
中
川
功
氏
の
ご
協
力
を
賜
り
ま
し
た
。

末
筆
な
が
ら
深
謝
い
た
し
ま
す
。

（
た
か
は
し　

ひ
ろ
き　
　

文
学
研
究
科
日
本
史
学
専
攻
博
士
後
期
課
程
）

（
指
導
：
今
堀　

太
逸　

教
授
）

二
〇
一
〇
年
九
月
三
十
日
受
理


